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特定施設整備基準 目標となる基準 

ア 便所のうち１以上（男子用及び女子用の区分

があるときは、男女共用として１以上又は男子

用及び女子用としてそれぞれ１以上）は、次に

定める基準に適合するもの（用途面積が 1,000

平方メートル未満の特定施設（公衆便所又は複

合施設の共用部分の場合を除く。）にあっては、

(ア)のｂ及び(オ)に定める構造のもの）とする

こと。 

ア 便所を設ける階（専ら駐車場の用に供される

階を有する特定施設にあっては当該駐車場に

(６)のイに定める基準に適合する部分が設けら

れている階、教育施設にあっては直接地上へ通

ずる出入口がある階に限る。）の当該便所のう

ち１以上（男子用及び女子用の区分があるとき

は、男女共用として１以上又は男子用又は女子

用としてそれぞれ１以上）は、規則別表第２の

１の(５)のアの(イ)から(オ)までに定める基準

のほか、次に定める基準に適合するものとする

こと。 

(ア) 次に定める構造の便房（以下この表にお

いて「車いす使用者用便房」という。）が設

けられていること。 

(ア) 一の階に設けられる便房の数が200以下の

場合にあっては、当該便房の数を50で除して

得た数（その数に１未満の端数があるときは

その端数を切り上げる。）以上の、一の階に

設けられる便房の数が200を超える場合にあ

っては、当該便房の数を100で除して得た数に

２を加えて得た数（その数に１未満の端数が

あるときはその端数を切り上げる。）以上の

規則別表第２の１の(５)のアの(ア)に定める

構造の便房（以下「車いす使用者用便房」と

いう。）が設けられていること。 

ａ 車いす使用者が円滑に利用することがで

きるよう十分な床面積が確保されているこ

と。 

（同 左） 

ｂ 腰掛便座、手すり等が適切に配置されてい

ること。 
（同 左） 

 (イ) 車いす使用者用便房のない便所は、車い

す使用者用便房のある便所に近接した位置

に設けること。ただし、車いす使用者用便

房のない便所に腰掛便座及び手すりの設け

られた便房が１以上ある場合にあっては、

この限りでない。 

(イ) 車いす使用者用便房の出入口及び当該

便房のある便所の出入口の幅は、内法を 80

センチメートル以上とすること。 

（同 左） 

(ウ) 車いす使用者用便房の出入口の戸及び

当該便房のある便所の出入口に戸を設け

る場合における当該戸は、車いす使用者が

円滑に開閉して通過できる構造とするこ

と。 

（同 左） 

（５） 便所 
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基 準 解 説 

車いす使用者用

便房の設置等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車いす使用者用

便房の大きさ 

 

 

 

 

洗浄装置 

 

 

手すり 

 

 

不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合に適用される

規定であり、従業員専用の便所、共同住宅の各住戸内の便所等は

対象にならない。1,000平方メートル以上の比較的規模の大きな特

定施設の便所には、車いす使用者用便房を設置するよう求めてい

る。 

 

「男子用及び女子用の区分があるときは、男女共用として１以上

又は男子用及び女子用としてそれぞれ１以上」とは、男子用及び

女子用の区分があるときは、それぞれ車いす使用者用便房を設け

ることを原則とするが、男女共用の車いす使用者用便房を設ける

場合も認められる。 

一方、1,000平方メートル未満の特定施設の便所については、腰

掛便座及び手すりを設置することとされている。 

また、目標となる基準では、 

・便房数が 200以下の場合 1/50以上（1未満の端数は切り上げ） 

・便房数が 200超えの場合 1/100に 2を加えて得た数以上（〃） 

としている。 

  

アの（ア）の a の車いす使用者が円滑に利用できる寸法として

は、（長辺）×（短辺）が 200×200 センチメートル以上を標準と

する。しかし、便房の出入口の位置及び便器の配置を工夫するこ

とにより、それより小さい寸法であっても円滑に利用できる場合

もあるため、基準の中では具体的な寸法は定められていない。 

 

アの（ア）の車いす使用者用便房等に設ける洗浄装置は、くつ

べら式や光感知式等操作が容易なものとすることが望ましい。 

 

アの（ア）のｂの便器座面の床面からの高さは、40～45 センチ

メートル程度とする。 

また、手すりは水平及び垂直に取り付けることが望ましく、水

 

 

 

 

 

 

図－20、図－21 

 

 

 

 

図－22 

 

 

 

 

 

 

図－23 

 

 

 

 

 

図－24 

 

 

図－23 

 

 

(エ) 車いす使用者用便房を設置した旨を、当

該便房の出入口の戸及び当該便房を有す

る便所の出入口付近に見やすい方法で表

示すること。 

（同 左） 

(オ) 洗面器を設ける場合にあっては、レバー

式、光感知式その他操作が容易な洗面器を

１以上設けること。 

（同 左） 

イ 小便器のある便所を設ける場合にあっては、

床置式の小便器又は壁掛式の小便器（受け口の

高さが 35センチメートル以下のものに限る。）

のある便所を１以上設けること。 

イ 小便器のある便所を設ける階には、床置式の

小便器又は壁掛式の小便器（受け口の高さが 35

センチメートル以下のものに限る。）のある便

所を１以上設けること。 
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表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

洗面器の水栓 

 

 

 

 

小便器の設置 

 

平のものの取り付け高さは床面から 70 センチメートル程度とす

る。 

 

アの（エ）の表示は、車いす使用者用便房が設置されているこ

とを知らなかったために利用できなかったということがないよう

にするために、設置した旨を表示するものである。この場合、表

示の場所、高さ等は車いす使用者が見やすいものとなるよう配慮

する。 

 また、建築物のどの位置にどのような便所、便房が設けられて

いるかについて適切に情報提供が行われることが必要である。 

 車いす使用者の目線の高さについては、144ページを参照。 

 

アの（オ）で、洗面器（手洗器）を設ける場合は、レバー式又

は光感知式等操作が容易な水栓とすることを求めている。 

また、車いす使用者の利用を考慮し、洗面器下部の空間を確保

するとともに、周囲は手すりを設けることが望ましい。 

 

イで小便器は床置き式又は床から受け口の高さが 35センチメー

トル以下の壁掛式の小便器にすることを求めている。また、併せ

て手すりや杖や傘を掛けるフック等を設置することが望ましい。 

また、目標となる基準では、小便器のある便所を設ける階には、

小便器は床置き式又は受け口の高さが床から 35センチメートル以

下の壁掛式の小便器にすることを求めている。 

 

 

 

図－25 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－27、図－28 

 

 

 

 

図－26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車いす使用者用便房の設置例 図－20、図－21 

●特定施設整備基準 

○目標となる基準 
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車いす使用者用便房の設置に代えて

設置される便房の例 図－22 

 

(参考) 

[出典：法設計標準] 

[出典：法設計標準] 
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車いす使用者用便房 図－23 

[出典：法設計標準] 

40

～

45

㎝

程

度 

水平部分高さ 65～70㎝ 

垂直部分長さ 70㎝ 

 

洗浄装置の例 図－24 
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車いす使用者用便房を設置した旨の表示 図－25 

水栓器具 図－28 

（参考） 

小便器 図－26 洗面器 図－27 

[出典：法設計標準] 

[出典：法設計標準] 

（参考） 

[出典：法設計標準] 


